
高齢受給者証をお持ちの方へ
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ
まちのわだい
住民基本台帳閲覧状況の公表
お知らせ
まごころ通信
はるその常北高校
文芸しろさと
桂図書館資料館だより＆今月の相談
１才になりました

高齢受給者証をお持ちの方へ
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ
まちのわだい
住民基本台帳閲覧状況の公表
お知らせ
まごころ通信
はるその常北高校
文芸しろさと
桂図書館資料館だより＆今月の相談
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いつまでもおいしいものを
食べ続けるためには、乳児期からの
お手入れが大切です。

いつまでもおいしいものを
食べ続けるためには、乳児期からの
お手入れが大切です。

（関連記事は裏表紙に記載）（関連記事は裏表紙に記載）

「8020(ハチマルニイマル)運動」「8020(ハチマルニイマル)運動」



申請方法

有効期間

低所得　

一　　般

区   　分

現役並み
所得者　

低所得　

 外 来（個人単位）

自己負担限度額

外来＋入院（世帯単位）

一　　般 上記以外の場合

現 役 並 み
所 得 者 　

入院時の食事代
(１回当たり)

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の
国保被保険者がいる方
年収が2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合

申請すると２割負担（平成24年３月までは１割負担）になります。

３　割

２　割
(平成24年3月までは1割)

負担割合判　定　基　準�区　　分

12,000円

  8,000円

44,400円
80,100円＋α
（44,400円）

44,400円

24,600円

15,000円

入院90日まで

100円

260円

入院90日超
210円
160円

70歳以上の自己負担限度額・標準負担額（入院時の食事代）

医療費の自己負担割合の判定基準

・低所得　……世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の場合
・低所得　……世帯主及び被保険者全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得が
　　　　　　　０円となる場合

　１か月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請し認められると、自己負担限度額を超え
た分が高額療養費として支給されます。
　世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の場合、事前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。

   国保に加入中の70歳以上75歳未満の方には、医療機関を受診する際の自己負担割合を示す高齢受給者証を

交付しますが、現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は平成23年７月31日までとなっています。新しい高齢

受給者証は７月下旬に送付します。

　自己負担割合は、所得の状況に応じて決められます。毎年８月１日から１年間、前年の住民税課税所得を

もとに判定します。

2

※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、毎年所得の申告をしてください。
●医療機関を受診する際には、窓口に保険証とともに高齢受給者証を提示してください。

※｢α」は、医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の１％が自己負担限度額に加算されます。
※（　 ）内は過去１年間に４回を超える高額療養費の支給があった場合の４回目以降の自己負担限度額となり
　ます。
※低所得　の認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から１回の食事代が210円から160円に
　なります。

　　　　　印鑑・保険証を持参のうえ、保険課または桂支所、七会支所で申請してください。
　　　　　※過去１年間の入院日数が90日を越える場合は、入院証明書または領収書を持参してください。
　　　　　平成23年８月１日～平成24年７月31日まで
　　　　　※８月以降に申請の場合は、申請日の月の初日から平成24年７月31日まで
問合せ　保険課（常北保健福祉センター内）　　029‐288‐3111（内線372）



・区分　……世帯員全員が住民税非課税の場合
・区分　……世帯員全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得が０円となる場合

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期恒例医療被保険者がい
る方の年収が２人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合
70～74歳の人を含めた年収が520万円未満の場合

 申請すると１割負担になります。

※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、毎年所得の申告をしてください。

   75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害がある方には、後期高齢者医療被保険者証を交付
しますが、現在お持ちの被保険者証の有効期限は平成23年７月31日までとなっています。新しい被保険者証
は７月下旬に送付します。
　また、被保険者証に示される自己負担割合は、所得の状況に応じて決められます。毎年８月１日から１年
間、前年の住民税課税所得をもとに判定します。

  １か月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請し認められると、自己負担限度額を超え
た分が高額療養費として支給されます。
　被保険者及び世帯員全員が住民税非課税の場合、事前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の
認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。

※｢α」は、医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の１％が自己負担限度額に加算されます。
※（　 ）内は過去１年間に４回を超える高額療養費の支給があった場合の４回目以降の自己負担限度額となり
　ます。
※区分　の認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から１回の食事代が210円から160円にな
　ります。

問合せ　保険課（常北保健福祉センター内）　　029‐288‐3111（内線372）
　　　　後期高齢者医療広域連合  事業課 　　029‐309‐1213

６月１日現在で既に「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けている方が平成23年度
の判定でも区分　・区分　と判定された場合は、申請を行わなくても引き続き減額認定証が
交付されます。

　　　　　平成23年８月１日～平成24年７月31日
　　　　　※8月以降に申請の場合は、申請日の月の初日から平成24年７月31日まで

申請方法

有効期間

一　般 １　割

３　割

負担割合

上記以外の場合

判　定　基　準�

現役並み
所得者　

現 役 並 み
所 得 者 　

一　　　般

区　分　　

区　分　　

区　　分

区　　分

医療費の自己負担割合の判定基準

　　　　　該当する方には７月中旬以降、通知を送付しますので印鑑・保険証を持参のうえ、保険課または
　　　　　桂支所、七会支所で申請してください。

3

自己負担限度額・標準負担額（入院時の食事代）

 外来（個人単位）

自己負担限度額
外来＋入院（世帯単位）

入院時の食事代
(1回当たり)

260円

100円

210円
160円

入院90日まで
入院90日超

80,100円＋α
（44,400円）

44,400円

12,000円

  8,000円

44,400円

24,600円

15,000円



ＭＹ　ＴＯＷＮ　ＮＥＷＳＭＹ　ＴＯＷＮ　ＮＥＷＳ

　茨城県は高齢者の死亡事故が全国で最も多い状

況にあります。

　特に夕方から夜間にかけて死亡事故の割合が非

常に高いため、県警では高齢者の事故防止対策と

して反射材の着用を推進しています。

　それを受けて、城里町では反射材着用推進リー

ダー（キラリリーダー）の委嘱式が行われ、笠間警

察署長から委嘱された町高年者クラブ連合会の役

員がこれから１年間、地域において反射材の着用

を推進していきます。

交通事故死者数　205人（全国ワースト３位）、
　　うち高齢者　102人（全国ワースト１位）、

※高齢者の死亡事故のうち歩行中の事故 49人
※高齢者の歩行中の死亡事故のうち16時以降の事故29人

4

　町では、地域で自主的な活動を行うサロン活動

を推進しています。

　真端地区では、これまで高齢者を対象とした定

期的な交流事業が行われていませんでしたが、地

元の民生委員やシルバーリハビリ指導士の協力を

得てサロンを開

催することがで

きました。

　この日は、参

加者全員でシル

バーリハビリ体

操を体験し、今後のサロンの運営方法について情

報交換が行われました。

　　　　　　　　　　　　　　　　町内38地区に

　　　　　　　　　　　　　　　ふれあいサロン

　　　　　　　　　　　　　　　が開設されてい

　　　　　　　　　　　　　　　ますので、興味

　　　　　　　　　　　　　　　のある方はぜひ

　　　　　　　　　　　　　　　ご参加ください。

　また、サロンが開設されていない地区の新規開

設も支援していますので、ご相談ください。

問合せ　保険課　　029‐288‐3111（内線372）

反射材着用推進リーダーを委嘱5
19

　小平記念日立教育振興財団では、健康で豊かな

心を持つ児童・生徒を育て、基礎教育の振興のた

めにと、1973年から学力向上や、環境教育などに

顕著な成果をあげた県内の小・中学校を対象に小

平教育資金の贈呈事業を行っています。

　このたびの東日本大震災によって、校舎に大き

な被害を受けた常北中学校に教育資金20万円が贈

呈されました。

　常北中学校では、

教育機材や備品等

の復旧のために使

用されます。

小平記念教育資金が贈呈されました5
31 常北中学校

真端ふれあいサロン開設5
31

　城北ライオンズクラブ（小嶋剛会長）と社団法人

水戸法人会城里地区会（山　勇司会長）からマリー

ゴールドとサルビアの苗、約1,000株が常北公民館、

七会公民館、各支所、七会診療所に贈られました。

　６月８日には小雨の降る中、会員の皆さんによ

って、常北公民館前の花壇に１本１本丁寧に植え

ていただきました。これから初秋にかけ色とりど

りの美しい花々が、来館する皆さんを優しくお迎

えすることと思います。

城北ライオンズクラブ・水戸法人会
城里地区会  花の苗を寄贈



「那珂川環境整備事業の効果を分

析するためのアンケート調査」の

対象者抽出　

委託者/国土交通省常陸河川国道

事務所

「エネルギー問題と原子力イメー

ジについてのアンケート調査」の

対象者抽出

委託者/（財）電力中央研究所社会

経済研究所

「2011年全国たばこ喫煙者率調査」

の対象者抽出

委託者/日本たばこ産業（株）

「平成22年乳幼児身体発育調査」

の対象者抽出

委託者/厚生労働省

「第７回高齢者の生活と意識に関

する国際比較調査」の対象者抽出

委託者/内閣府政策統括官

「社会意識に関する世論調査」の対

象者抽出

委託者/内閣府大臣官房政府広報室

「メディアに関する全国世論調査」

の対象者抽出

委託者/（公）新聞通信調査会

自衛隊法第29条第１項及び自衛隊

法第35条に基づく適齢者の把握

平成22年
6月10日

平成22年
8月24日

平成22年
10月21日

平成22年
10月7日

平成22年
11月30日

平成22年
12月15日

平成22年
12月22日

平成23年
2月22日

茨城県水戸保健所

（株）プランニング・

リサーチ・ジャパン

代表取締役　榛沢孝太郎

自衛隊

茨城地方協力本部長

防衛事務官　大池孝志

（株）日本リサーチセンター

代表取締役　鈴木稲博

（株）ビデオリサーチ

代表取締役　若杉五馬

（社）中央調査社

会長　中田　正博

（社）中央調査社

会長　中田　正博

(株)日水コン　　　　 

代表取締役　野村喜一

申 出 者 氏 名 請 求 事 由 の 概 要
閲　覧

年月日

大字阿波山、大字下阿野沢、

大字岩船、大字御前山、大

字高根、大字高根台、大字

上阿野沢、大字孫根

18歳以上の男女

満18歳以上の男女

大字石塚

大字石塚

大字上入野

大字増井、大字磯野

大字上入野

60歳以上の男女（昭和25年

11月30日生まで）

大正10年５月１日から平成

３年４月30日生まれの男女

平成５年４月２日～平成６

年４月１日生まれの男子

大字石塚

20歳以上の男女

生後14日以上２歳未満

満20歳から70歳未満の男女

対 象 地 区

対　象　者
件 数

596件

39件

38件

20件

23件

28件

20件

120件

大字石塚

町内全域

5

　平成22年４月１日から平成23年３月31日までの期間、次のとおり閲覧を許可しましたので住民基本台帳法

第11条第３項及び第11条の２第12項の規定に基づき公表します。

住民基本台帳閲覧状況の公表について住民基本台帳閲覧状況の公表について

問合せ　町民課　 　029‐288‐3111 （内線110）



広　告

　
東
日
本
大
震
災
の
発
生
に
伴
い
、３

月
11
日
以
降
に
到
来
す
る
国
税
に
関

す
る
申
告
、
申
請
、
納
付
等
の
期
限

が
延
長
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
茨
城

県
及
び
青
森
県
の
納
税
者
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
延
長
後
の
期
限
が
平

成
23
年
７
月
29
日（
金
）と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
上
記
期
限
ま
で
に
申
告
・

納
付
等
が
で
き
な
い
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
個
別
に
所
轄
税
務
署
長
に
申

請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
期
限

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
７
月
29
日
ま
で
に
所
得
税

や
消
費
税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
個

人
の
方
の
平
成
22
年
分
の
確
定
申
告

に
係
る
振
替
納
付
日
は
、
８
月
31
日

（
水
）と
な
り
ま
す
。

　
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
を
対
象

に「
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
の
旅
」を
実

施
し
ま
す
。

対
象
者
　
５
歳
〜
中
学
生
の
お
子
さ

　
ん
を
お
持
ち
の
母
子
・
父
子
家
庭

　
の
親
子
（
子
ど
も
の
み
の
参
加
は

　
不
可
）

日
　
時
　
８
月
28
日（
日
）

　
午
前
６
時
30
分
出
発
、
午
後
８
時

　
到
着
予
定

集
合
場
所
　
城
里
町
役
場
・
桂
支
所

　
・
七
会
支
所

場
　
所
　
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド

参
加
費
　
大
人
２ 

５
０
０
円  

小
人

　
１ 

５
０
０
円

募
集
人
員
　
40
人（
20
組
程
度
・
先
着

　
順
）

申
込
方
法
　
参
加
費
を
添
え
て
直
接

　
健
康
福
祉
課
窓
口
に
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

受
　
付
　
８
月
３
日（
水
）午
前
９
時
〜

　
※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
キ
ャ
ン

　
　
セ
ル
待
ち
と
な
り
ま
す
。

　
※
申
し
込
み
は
世
帯
単
位
と
し
、

　
　
代
理
の
方
に
よ
る
申
し
込
み
や

　
　
電
話
で
の
申
し
込
み
は
受
け
付

　
　
け
ま
せ
ん
。

●「
が
ん
ば
ろ
う
！
水
戸
　
第
51
回

　
水
戸
黄
門
ま
つ
り
」
　（
水
戸
市
）

 

花
火
大
会

日
　
時
　
８
月
５
日（
金
）

　
午
後
７
時
30
分
か
ら

※
荒
天
時
は
12
日（
金
）に
延
期

場
　
所
　
千
波
湖
畔
及
び
湖
上

 

パ
レ
ー
ド

日
　
時
　
８
月
６
日（
土
）、７
日（
日
）

場
　
所
　
水
戸
市
上
市
（
水
戸
中
央

　
郵
便
局
前
〜
大
工
町
交
差
点
間
）、

　
下
市（
本
町
１
丁
目
〜
３
丁
目
間
）、

　
水
戸
芸
術
館
広
場
等

内
　
容
　
水
戸
黄
門
パ
レ
ー
ド
、
山

　
車
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
市
民
カ
ー

　
ニ
バ
ル（
踊
り
）、
み
こ
し
な
ど

※
今
年
は
、
夏
の
電
力
不
足
に
よ
る

　
節
電
対
策
の
一
環
で
、
花
火
を
含

　
め
た
夜
の
イ
ベ
ン
ト
は
例
年
よ
り

　
30
分
短
縮
と
な
り
ま
す
。

●
ひ
た
ち
な
か
市
夏
の
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ト
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ひ
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な
か
市
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０
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５
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金
）〜
７
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日
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第
17
回
ひ
た
ち
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り
・
花
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大
会

日
　
時
　
８
月
20
日（
土
） 

会
　
場
　
Ｊ
Ｒ
勝
田
駅
東
口
周
辺

お

知

ら

せ

問
合
せ
　
水
戸
税
務
署

　
　
０
２
９
‐
２
３
１
‐
４
２
１
１

　
　
　
　
　
　（
自
動
音
声
案
内
）

「
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
の
旅
」

　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
募
集

問
合
せ  

ひ
た
ち
な
か
市
観
光
振
興
課

　
　
０
２
９
‐
２
７
３
‐
０
１
１
１

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

お
で
か
け
く
だ
さ
い
！

問
合
せ
　
健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

問
合
せ  

水
戸
黄
門
ま
つ
り
実
行
委
員
会 

　
　
０
２
９
‐
２
２
４
‐
０
４
４
１
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き り と り 線

き り と り 線

の り し ろ

の り し ろ

の

り

し

ろ

件　名

住
所

氏
名

職
業

電
話

番
号

年
齢

　町では、より多くの町民の皆さんに町政に参加していただくため、封書による提案制度を設けていま

す。

　日常生活や地域での課題など、町政に関する自由なご意見・ご提案を町にお寄せください。

　なお、いただいたご意見・ご提案につきましては、できる限り町政に反映させるとともに、個人情報

を伏せたうえで、公表させていただくことがあります。

　また、ご意見・ご提案の内容が町に関するものでない場合、相当の機関に回付させていただく場合が

あります。

　●この封書は、平成24年３月31日まで有効です。

　●封書は切手を貼らずにポストに投函してください。

　●無記名のものにはお答えできませんので、必ず住所・氏名・電話番号を明記してください。

【問合せ】　総務課　秘書・広報広聴Ｇ (　 029‐288‐3111　内線211、214)

あなたの声を町政に!
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航空学生（海・空） 一般曹候補生（陸・海・空） 自衛官候補生（陸・海・空）

問合せ

合格発表

第２次試験日

第１次試験日

受付期間

初任給等

衣食住

応募資格

平成24年１月20日 11月10日

無料で支給されます

　　町民課　　029‐288‐3111（内線111）
　　自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所　　029‐226‐9294
　　　  http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/　 　 hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

  男子  11月上旬（予定）
  女子  11月10日

９月23日（金） ９月17日（土）
  男子  ９月中旬の指定日
  女子  ９月25日

８月１日～９月９日８月１日～９月９日
  男子  年間を通して受付
  女子  ８月１日～９月９日

  10月６日～13日の間の指定
  する日

  10月15日～20日の間の指定
  する日(合格者のみ３次試験あり)

159,500円・各種手当・ボーナス年２回 自衛官候補生手当 125,500円

18歳以上27歳未満18歳以上27歳未満高卒（見込含）で21歳未満

平成23年度自衛官募集

料金受取人払郵便

差出有効期間
平成24年３月
31日まで

切手をはらずに
お出しください

水戸支店承認

3625 東
茨
城
郡
城
里
町
石
塚
一
四
二
八
―
二
五

受
取
人

(

城
里
町
総
務
課
秘
書
・
広
報
広
聴
Ｇ
扱
い)

城

里

町

長

行

3 1 0 8 7 9 0
あ な た の 声 を 町 政 に！

●町では、より多くの皆さんのご意見をお聞きして町政に

　反映させたいと考えています。あなたの城里町政へのご

　意見・ご提案をお寄せください。

●また、町ホームページ内でインターネットによる提案も

　受け付けていますので、ぜひご活用ください。

http://www.town.shirosato.lg.jp/
soumu @ town.shirosato. lg.jp

封筒の作り方

　切り取り線に沿って

　紙面から切り取り、

　この面が外側になる

　ように中央を折りま

　す。

　あて先を下にして、

　のりしろを図のよう

　にはり合わせます。

　切手をはらずその

　まま近くのポスト

　へ投かんしてくだ

　さい。

き り と り 線

き り と り 線
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広　告

家財の１/３以上の損害

半壊

全壊

住居全体が滅失、流失

250万円

270万円（350万円）

350万円

150万円

170万円（250万円）

250万円（350万円）

350万円

世帯主の１か月以上の
負傷がある場合

世帯主の１か月以上の
負傷がない場合

世帯人員

１人

２人

３人

４人

５人以上
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円

町民税における平成22年の総所得金額（世帯全員の所得の合計）

220万円

430万円

620万円

730万円

１人増すごとに730万円に30万円を加えた額

9

　「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行され、特例措置によ
り災害援護資金の貸付条件（貸付期間、償還期間、保証人の取扱いと据置期間経過後の利率）が緩和され
ました。

●利　　率　・連帯保証人を立てる場合……無利子

　　　　　　・連帯保証人を立てない場合……年1.5％（据置期間中は無利子）

●償還期間　13年（うち据置期間６年）

●償還方法　年賦又は半年賦（元利均等償還）

　※延滞の場合は年10.75％の割合で計算した違約金が発生します

●申 請 者　世帯主

●必要書類　　災害援護資金借入申込書 　所得証明書 　り災証明書 　医師の診断書（世帯主の負傷の

　　　　　　場合のみ） 

　※貸付決定後に災害援護資金借用書、印鑑証明書、世帯主名義の口座の写しが必要になります。

●申請期間　平成30年３月31日まで

●申請先・問合せ  健康福祉課　　029‐240‐6550

●対象及び貸付限度額

●所得制限

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の
　事情がある場合は（　）内の額

災害援護資金の貸付



こころの相談会

期 日
場 所
相談員

月7 26日（火）
常北保健福祉センター
精神保健福祉士　保健師

相談は無料です
※秘密は厳守します

申込先　常北保健福祉センター
　　　　　029‐240‐6550

時間は申し込みの際に調整します。

英雄期：災害発生直後は家族や周囲の人々を助けるために援助活動を行う時期をいいます。

ハネムーン期：行政や民間のボランティアの人も多数訪れ、連帯感と興奮に満ちる時期をいいます。

幻滅期（２か月目位）：日常生活が次第に戻ってくるにつれ、それまで表面化しなかった心の問題が表れてきます。

再建期：生活の建て直しに前向きに取り組めるようになり、自信や意欲が取り戻されてきます。

ショックな出来事を経験した後、私たちの心と体にはさまざまな変化が起こります。

英雄期：災害発生直後、家族や周囲の人々を助けるために援助活動を行う時期をいいます。

ハネムーン期：行政や民間のボランティアの人も多数訪れ、連帯感と興奮に満ちる時期をいいます。

幻滅期（２か月目位）：日常生活が次第に戻ってくるにつれ、それまで表面化しなかった心の問題が表れてきます。

再建期：生活の建て直しに前向きに取り組めるようになり、自信や意欲が取り戻されてきます。

ショックな出来事を経験した後、私たちの心と体にはさまざまな変化が起こります。

10 

このような症状が長引くようなら、
専門家に相談することが大切です。
ぜひ相談会をご利用ください。

　生産農家で風評被害により廃棄した農作物のうち請求対象となるのは、３月（３月19日以降）と４月に

作付けしたものとなります。

ただし、以下の　～　に該当する場合に限り、５月以降の圃場廃棄でも請求ができます。

　　出荷制限品目（ホウレン草、カキナ）で、４月17日の制限解除までの期間中に種をまくことができな

　　かったために生じた５月中の損失。（３月19日～４月17日の播種予定面積から申告する。）

　　契約栽培が原発事故の風評により解約となった結果生じた５月中の損失。（解約となった契約数量と

　　単価で申告）

　　中国人実習生が原発事故の影響で帰国したために生産・出荷ができなくなったために生じた５月中

　　の損失。（出荷・販売できなかった数量を申告）

請求手続き・問合せ　産業振興課　　029‐288‐3111　内線383

被災後、1か月以上過ぎても気持ちが落ち着かず、仕事や家事が手につかないとき。

被災後、1か月以上過ぎても無感動で何も感じない状態や、空虚な感じが続くとき。

疲れ切った感じ、不調な感じが続くとき。

悪夢を見たり、よく眠れない夜が２週間以上続くとき

仕事や勉強に身が入らず、意欲がなくなってしまってい

るとき。

酒の飲みすぎやたばこの吸いすぎ、薬の量が増えるとき

日常生活の中で何度も事故を起こした時。

被災後、1か月以上過ぎても気持ちが落ち着かず、仕事や家事が手につかないとき。

被災後、1か月以上過ぎても無感動で何も感じない状態や、空虚な感じが続くとき。

疲れ切った感じ、不調な感じが続くとき。

悪夢を見たり、よく眠れない夜が２週間以上続くとき。

仕事や勉強に身が入らず、意欲がなくなってしまってい

るとき。

酒の飲みすぎやたばこの吸いすぎ、薬の量が増えるとき。

日常生活の中で何度も事故を起こしたとき。

【風評被害に伴う圃場廃棄の請求取扱いが変わります】

～東京電力原発事故農畜産物損害賠償茨城県協議会からのお知らせ～～東京電力原発事故農畜産物損害賠償茨城県協議会からのお知らせ～

震災後…

「イラスト：細川貂々」
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　初夏の日差しの中

で、毎年恒例のクラ

スマッチが開催され

ました。５種目の競

技をクラス対抗で競

った結果、今年は３

年２組が総合優勝し

ました。

　茨城大学に在籍する中国、ベトナム、
韓国からの留学生を招き、それぞれの
国の歴史や文化、高校生活などについ
て学びました。

　３年生対象に毎月開
催している進路ガイダ
ンス。３回目となる今
回は、各自が希望する
進路に分かれて個別面
談を中心に実施しまし
た。

　昨年に引き続き、日本における「プロジェクトアド
ベンチャー」に関する第一人者である玉川大学学術研
究所准教授難波克己先生をお招きして１年生がグルー
プワーク演習を行いました。３時間に及ぶ演習では、
様々なゲームを通して楽しみながら「聞く」「話す」「意
　　　　　　　　　　　　　　　　　見を調整する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　などのコミュニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ケーションの基
　　　　　　　　　　　　　　　　　礎を学びました。

　中学３年生対象の体験入学です。生徒会による学校紹介や
国語、数学、英語の模擬授業、並びにバラエティに富んだ体
験講座など充実した内容です。保護者の皆様も是非一緒にご
参加ください。
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坪
井
き
よ
子

「
早
乙
女
」と
う
茶
杓
の
御
名
伺
い

つ
つ
茶
道
の
拝
見
の
稽
古
に
励
む

　
　
　
　
　
　
　 

萩
谷
登
喜
子

延
歴
寺
に
お
わ
す
仏
に
手
を
合
せ

今
を
大
切
に
生
き
む
と
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　 

冨
田
佐
智
子

も
た

じ

し
ゃ
が

し

ん
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職　　種　介護認定申請に係る認定調査

資格要件　介護認定調査員新規研修並びに、平成21年度の制度改正（10月以降）の現任研修を終了してい

　る方で、普通免許を所持し、パソコン（ワード）の操作ができる方

勤務場所及び人数　　保険課（１名）　　　　　勤務時間　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

賃　　金　日額　7,200円　　　　　　　　　  雇用期間　平成23年８月１日から平成24年３月31日

応募資格　次の　から　の欠格事項に該当しない方

　　成年被後見人または被保佐人

　　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受ける事が無くなるまでの方

　　日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

　　し、またはこれに加入した方

　　町の臨時職員に１年間採用されたのち退職後３か月を経過していない方（ただし、採用後連続して６

　　カ月を経過していない方は応募できます。）

申込方法　市販の履歴書に記入・写真添付のうえ、資格要件の各修了証の写しを申込先に郵送または直

　接持参してください。（申し込みされた方には後日試験日程をお知らせします。）

受付期間　７月25日（月）までの平日（午前９時～午後５時）

　※郵送の場合は当日消印有効

選　　考　口述試験により決定します。

申込先・問合せ　保険課　介護保険グループ

　〒311‐4391　城里町石塚1428‐25　　　029‐288‐3111　（内線372）

な

か
が
よ

せ

り

グ
ラ
ム



日 月 火 水 木 金 土

　
毎
月
第
２
・
第
４
土
曜
日
の
午
前

11
時
か
ら
30
分
ほ
ど
、「
あ
す
な
ろ
」

の
皆
さ
ん
に
よ
る
紙
芝
居
が
行
わ
れ

ま
す
。
た
の
し
い
紙
芝
居
を
用
意
し

て
い
ま
す
の
で
、
お
子
さ
ん
だ
け
で

な
く
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
も
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
と
あ
る
県
庁
に
突
如
生
ま
れ
た
新
部

署  

お
も
て
な
し
課  

。
観
光
立
県
を
目

指
す
べ
く
、
若
手
職
員
の
掛
水
は
、
地

元
出
身
の
人
気
作
家
に
観
光
特
使
就
任

を
打
診
す
る
の
だ
が
…
。

　
千
葉
湾
岸
市
の
観
光
事
業
課
に
勤
務

す
る
由
香
は
、
突
然
「
市
立
水
族
館
ア

ク
ア
パ
ー
ク
」
に
出
向
を
命
じ
ら
れ
る
。

イ
ル
カ
課
に
配
属
に
な
り
、
徐
々
に
仕

事
を
覚
え
て
い
く
が
、
イ
ル
カ
が
突
然

病
気
を
発
症
し
て
…
。
新
米
イ
ル
カ
飼

育
員
の
青
春
お
仕
事
ノ
ベ
ル
。

　
元
英
語
講
師
の
梨
花
、
結
婚
後
、
子

供
が
で
き
ず
に
悩
む
美
雪
、
絵
画
講
師

の
紗
月
。
そ
し
て
、
３
人
の
女
性
の
人

生
に
影
を
落
と
す
謎
の
男「
Ｋ
」。
感
動

の
ミ
ス
テ
リ
ー
。

　
都
内
に
異
常
増
殖
し
た
力
士
シ
ー
ル

の
怪
、
ニ
セ
札
大
量
発
生
に
よ
る
ハ
イ

パ
ー
イ
ン
フ
レ
の
危
機
。
記
憶
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
瞬
時
に
あ
ら
ゆ
る
物
の
価

値
や
真
贋
を
判
定
す
る
、
万
能
鑑
定
士

・
凛
田
莉
子
が
、
そ
の
す
べ
て
の
謎
を

見
抜
く
！

▼ジョン・マン　波涛編／

山本一力／講談社▼親子で

運動会を勝ちにいく／照英

／岩崎書店▼エースの系譜

／岩崎夏海／講談社▼ナニ

ワ・モンスター／海堂尊／

新潮社▼アネモネ探偵団／

近藤史恵／メディアファク

トリー▼雪だるまの雪子ち

ゃん／江国香織／偕成社▼

とことん餃子／東京グラフ

ィス

火～金　10:00～18:00
土・日　10:00～17:00
■休館日
　おはなし会　11:00から

新着図書から

相談内容 日　時 場　所 相 談 員内　容　等 問　合　せ

心配ごと相談

コミュニティセ
ンター城里３階

コミュニティセ
ンター城里３階

13日(水)
27日(水)

10:00～12:00

町の相談員、
弁護士

内容／家庭内の心配ごと、
　交通事故、結婚、離婚、
　遺産相続、土地問題など

社会福祉協議会
　 029‐288‐7013

消費生活相談

弁護士

内容／悪質商法や多重債務
　などの消費者トラブル
※事前に電話で申し込み

教育相談 常北公民館

桂公民館

毎週
月・水・金曜日
9:00～16:00

20日(水)
10:00～12:00

消費生活相
談員

産業振興課

毎週月曜日
13:00～17:00

町の教育相
談員

内容／教育に関すること全般
　　 029-288-2409
　　 soudan@town.shirosa
　to.lg.jp

教育委員会事務局
　 029‐288‐3135

行政相談委
員

内容／行政サービスに関す
　る苦情、行政の仕組みや
　手続きに関する相談など

14日(水)
13:30～15:30行政相談

常北保健福祉
センター

26日(火)
13:30～16:30

こころの
相談会

精神保健福
祉士、保健師

内容／こころの病気に関す
　ることなど
※事前に電話で申し込み

総務課
　 029‐288‐3111

（内線222）

産業振興課
　 029‐288‐3111

（内線385）

健康福祉課
　 029‐240‐6550

紙
芝
居
の
お
知
ら
せ

3 7654

22 23
25 26 282724

31

212018 19 17 
15 16 

29 30

14 11 12 13 10 
98
27/1

花
の
鎖

万
能
鑑
定
士
Ｑ
の
事
件
簿

松岡　圭祐
角川書店

湊　かなえ
 文藝春秋

県
庁
お
も
て
な
し
課

有川　浩
角川書店

ア
ク
ア
リ
ウ
ム
に
よ
う
こ
そ

本宮　条太郎
実業之日本社

31
22 2321

18 2019 17 

28 29 30

15 16 14 
11 12 13 10 7 98

28/1 3 654

25 26 2724
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７月生まれの
１才は

人３

納税には、簡単で便利な口座
振替をご利用ください

町 人口の
６月１日現在

の今月 納税等

人口

男

女

世帯

21,545人

10,557人

10,988人

7,421世帯

人　数

－19

－11

－８

＋３

前月比

14 

７月１日発行

すくすく元気いっぱいに
育ってね。

父
・
忠
助
さ
ん
　
母
・
良
子
さ
ん

鈴
木
　
透
真
く
ん
（
徳
蔵
）

と

う

ま

７月２日生まれ

これからもお姉ちゃんと
仲良く、元気いっぱい育
ってね。

父
・
修
さ
ん
　
母
・
千
香
子
さ
ん

綿
引
　
蓮
く
ん
（
下
圷
）

れ
ん

７月15日生まれ

　"社会を明るくする運動"

は、犯罪や非行の防止と

罪を犯した人たちの更生

（立ち直り）について理解

を深め、犯罪や非行のな

い明るい社会を築こうと

する、法務省主唱の全国的な運動です。

　運動のシンボルマークである「黄色い羽根」は、過

ちを犯した人が罪をつぐない地域社会で生き直そう

とするのを支え、再び犯罪に手を染めさせないとい

うネットワークを大きく広げていきたいという思い

が込められています。

　町では、６月23日に町長を委員長に、保護司会や

更生保護女性会、学校関係者などを中心とした推進

委員会を組織しました。

　犯罪や非行をした人の立ち直りや、犯罪や非行に

陥らないよう地域社会で支えることなど「やり直せ

る社会」を目標に、街頭キャンペーンや小中学生作

文募集などの啓発活動を行います。

問合せ　健康福祉課　　029‐240‐6550

７月は強調月間です

"社会を明るくする運動" をご存知ですか？

住宅使用料 （７月分）

農集排使用料 （７月分）

下水道使用料 （７月分）

水道使用料 （７月分）

後期高齢者医療保険料（ １  期 ）

固定資産税 （ ２  期 ）

国民健康保険税 （ ３  期 ）

まず、歯に関心を持つことから
始めてみましょう！　　　　　

　城里町では、歯を守ることに力を入れています。

　１歳～３歳児の歯科健診にあわせてブラッシング指導とフ

ッ素塗布（希望者）を行い、年齢に応じた歯の相談ができるよ

うにしています。

フッ素って何？

歯を丈夫にする栄養素。

わかめ、海苔、魚介類、

小魚、お茶などに多く

含まれます。

フッ素の効果は？

１.歯の質を強くする

２.歯の修復をすすめる

３.歯垢（プラーク）の生 

成をおさえる


